
受給開始のお知らせ（申立書による4月以降提出分）については、下記を参照ください。

申立書による4月以降の提出分

●３月２７日までに申立書を提出済みであること。

●書類の日付は令和８年４月１日以降の日付でも可とする。

●受給開始日は令和８年４月１日以降でも可とするが、

電力需給契約は令和8年3月31日以前であること。

●ただし、令和８年６月３０日までに受給開始が間に合わない

場合や、交付申請が間に合わない場合、補助対象外となるため、

予約申請取り下げを内容とする変更承認申請書を提出すること。


